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平成25年度  国民健康保険について
○平成25年度国民健康保険税納税通知書を発送します
　７月上旬に国民健康保険の加入者がいる世帯主の方に、国民健康保険税納税通知書を送付します。国民健康保険は病気やけが
に備えて、お金を出し合い、みんなで助け合う制度です。

　世帯主あてに郵送します
　世帯主が国民健康保険加入者であるなしに関わらず、保険税の納税義務者は世帯主になります。そのため、納税通知書は世帯
主あてに送られます。世帯主が国民健康保険に加入していない場合は、世帯主の所得等は保険税の算定に含まれません。

○平成25年4月からの保険税率は平成24年度と同じです
　国民健康保険財政が持続可能な医療給付をできるよう、有識者・保険医・加入者代表で構成する「国民健康保険運営協議会」
で平成24年度の保険税率による収入額と医療に係る支出額と照らし合わせ検討を重ねた結果、平成25年度の国民健康保険税の
税率は平成24年度と同率です。しかしながら医療費は、加入者の高齢化や、医療技術の高度化により年々増加しています。毎
年、町の一般会計から繰入金という形で赤字補填をしている状態は続きます。赤字補填額をこのまま増やし続けることは、国民
健康保険に加入していない方への住民サービスに大きな影響を与えます。

○世帯の合計所得が基準以下の場合には、保険料の一部が軽減されます
　収入・所得がなかった方も、申告をお願いします。

【支払方法】
　8期に分けてお支払いいただく「普通徴収」と、お受け取りになる年金額からあらかじめ日本年金機構が保険税を差し引いて
町に収める「特別徴収」の２通りの方法があります。年金からお支払いいただく「特別徴収」は、申請することで「普通徴収」
（口座振替）に切り替えることができます。
▶納付が困難な場合は、ご相談ください。
　被災や収入の著しい減少で生活困窮と認められる場合は、保険税の減免を受けられる場合があります。お早めにご相談ください。
▶解雇などによる失業者の特例があります。
　次の要件すべてに当てはまる方の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。
　該当する方は雇用保険受給資格者証をお持ちの上、住民課国保係で手続きしてください。
　要件　○平成21年3月31日以後の離職により、雇用保険受給資格者証を持っている
　　　　○離職日以後、国民健康保険以外の医療保険（会社の健康保険等）に加入したことがない（任意継続被保険者の場合は除きます）
　　　　○雇用保険受給資格者証の「理由」欄の　コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかである場合

医療費の適正化について
　町では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）普及促進や診療報酬明細書（レセプト）の点検調査を行い医療費の適正化に努め
ています。

ジェネリック医薬品に関するお知らせを７月中旬に郵送します。
　現在使用している薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合、自己負担額の縮減が見込まれる方へ負担額がどの程度変わるか
を試算した「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を7月中旬に郵送します。医療費の節約にお役立てください。
※ジェネリック医薬品のお問い合わせは、コールセンター　　0120―53―0006までご連絡ください。
※すでにジェネリック医薬品に切り替えた方や医師と相談された方で、通知不要の場合は、お手数でも住民課国保係へご連絡を    
   お願いします。　

加入者の皆さんに負担していただく保険税は重要な財源です。安心して暮らしていくために、必ず納めましょう。

７月下旬に「高齢受給者証」を郵送します。
　現在お使いになっている高齢受給者証の有効期限は、平成25年7月31日です。8月1日から使用できる新しい高齢受給者証を7月
下旬に郵送します。　　
※期限の切れた高齢受給者証は裁断をして処分をお願いします。

生活習慣病予防のための健診・保健指導の積極的な利用をお願いします。
　生活習慣の変化や高齢者の増加等により、近年、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群が増加しています。生活習慣病は、
一人一人が、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身に付けることにより予防可能です。
　国民健康保険税納税通知書に同封のご案内をご覧ください。

問合せ　住民課　　 557－7578

問合せ　住民課　　 557－7578

問合せ　健康課　　 557－5108

問合せ　住民課　　 557－7578
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　平成25年度後期高齢者医療保険料納入通知書と特別徴収額決定通知書を7月中旬より、被保険者（75歳以上の方と65
歳以上の一定の障がいのある方）あてに郵送します。保険税率は、平成24年度と同じです（東京都内は均一です）。
保険料の減免について
　災害等で大きな損害を受けたときや、事業の休廃止等の特別な事情により保険料の納付が困難な方については、
申請により保険料が減免となる場合があります。お早めに住民課国保係の窓口でご相談ください。
後期高齢者医療の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新について
　現在交付している後期高齢者医療の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限を、平成25年7月31日
としており、8月1日以降の新しい証を7月中に送付します。以下の点にご留意をお願いします。
 １ 限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）について
○減額認定証は、8月以降も証の色（白色）は変わりません。
○平成24年中の所得をもとに負担区分を再判定しているため、平成25年8月1日以降は、「適用区分」が変更にな
る場合があります。

○新規に交付を希望する方は8月以降に申請してください（申請した月の初日から有効です）。
※世帯内に住民税が課税されている方がいる場合は該当しません。
 ２ 特定疾病療養受療証について
○有効期限がありませんので、従前のものを引き続きご使用いただきます。
○8月以降も証の色（白色）は変わりません。
　制度のことは右記まで

問合せ　住民課　　 557－7578平成２５年度　後期高齢者医療保険

広域連合お問合せセンター　　0570－086－519（ハローコウイキ）

フレッシュランド西多摩からのお知らせフレッシュランド西多摩からのお知らせ

■ 入浴回数券20％割引販売
期　間　7月5日㈮～15日㈷　※15日㈷は開館します。
料　金　11回分のお得な回数券（3時間利用）をさらに20％OFF

■ 野菜直売会　近隣市町で採れた新鮮な野菜を販売します。
日　時　7月3日㈬～5日㈮、10日㈬～12日㈮、17日㈬～19日㈮　
             午後4時～6時　※野菜が無くなり次第終了します。
場　所　フレッシュランド西多摩 多目的施設（体育館）前

■ 写真作品展　フォト・まいまいずによる作品展です。
　　　　　　　　　 期間　7月9日㈫～21日㈰

区　　分
大　人
子ども
大　人
子ども

5,000円　→　4,000円
2,500円　→　2,000円
8,000円　→　6,400円
4,000円　→　3,200円

 通常価格    →    割引価格
瑞穂町、青梅・福生・
羽村市在住の方

上記以外の地区に在住の方 問合せ　フレッシュランド西多摩　　570―2626
ホームページ　http://www.nishiei.or.jp/
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